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　　令和５年度法友倶楽部幹事長挨拶

令和 5年度 法友倶楽部幹事長　中嶋　勝規（54期）

令和 5年度の幹事長を拝命しました中嶋勝規です。
すでに新年度がスタートして 2か月が経過しようとし
ています。優秀な副幹事長の助けを得ながら、少しで
も会員の皆さんに会派の良さを体感頂けることを目指
しています。
さて、本年度の活動方針は、先日の春季定期総会で
ご承認頂いた 6項目を掲げています。いずれも重要な
施策ですが、特に今後の会務を担う人材育成は重要な
課題です。昨年 3月の臨時総会での会則改正により、
女性理事者の割合が会員の総数に占める女性の割合以
上となるよう努めることが必要となりました。上記の
会則改正に会派として対応することはもちろんです
が、理事者に限らず、会内に有意な人材をジェンダー
のバランスを考慮して輩出することが会派の役目だと
考えています。本年度も、昨年度の森執行部の企画を
引き継ぎ、会内で活躍されている会員に会務の魅力を
紹介いただく機会を設ける予定です。
また、広報の充実も大きなテーマです。適宜に有益
な情報を会員の皆様に提供できるようにSNS、メーリ
ングリストでの情報提供を行うよう心がけますが、業
務ご多忙の中で見落としも生じることと思います（そ
うならないように、法友のメーリングリストは一応目
を通しておこうと思ってもらえるようになるのが一番
ではありますが）。そこで、90周年記念事業で充実さ
せたホームページを、有益な情報のアーカイブとして
活用頂けるように工夫できればと考えています。
情報発信という意味では、民訴法の改正により、す
でに実施されているTeamsを利用した弁論準備手続

だけではなく、口頭弁論期日、家
裁での手続にもウェブが活用され
るようになり、さらに、弁護士が
行う訴訟提起はウェブ手続を利用
することが必須となります。これ
は弁護士業務に大きな影響を与え
る改正ですので、改正法の施行時期や改正内容等の情
報提供を行うとともに、改正への対応を可能とするた
めの研修等も準備が必要です。
最後に、新規登録弁護士研修についてのお願いで
す。2000年（平成12年）10月 1 日以降に入会した会員
から新規登録弁護士研修が義務化されました。この研
修の未履修者に対する対応として2022年 3 月の臨時総
会で規程改正がなされ、2024年（令和 6年） 2月 1日
時点で未履修の方は、法律相談等用名簿から抹消され
ることになります。来年 3月に会員専用サイトを利用
した自取りの手続きが行われるとおもわれますが、基
準日である 2月 1日の時点で未履修者は名簿から抹消
されますので、自取りもできなくなります。自治体等
での法律相談が受任機会である方には大きな影響があ
ると思いますので、改めて未履修の方の履修をお願い
します。
これに限らず、弁護士会からの情報提供は多岐にわ
たっており、なかなか会員専用サイトでのお知らせも
見落としがちです。重要な情報を丁寧に会員の皆様に
伝えていけるよう執行部としても心がけていきます。
会派の運営に様々なご意見をお寄せ頂ければ幸いで
す。
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　　副会長就任３か月のご挨拶
令和 5年度 大阪弁護士会副会長　川本　真聖（55期）

6 月29日、和歌山県橋本市から
弁護士会館へ戻る電車の中でこの
原稿を書いております。橋本市へ
は、近弁連が行っている 6月 2日
の大雨についての被災者相談の和
歌山弁護士会支援で参りました。
近弁連災害対策委員会発出の事業

であり、担当理事（大阪の副会長は、理事として近弁
連の委員会を担当します）として関与しています。橋
本市は、同災害について、災害救助法の適用を受けて
いませんが、無論、個別的には大きな被害を受けた方
がおられます。和歌山弁護士会、京都弁護士会の先生
らと一緒に相談にあたりましたが、お聞きした事案
は、制度の狭間で、非常に難しい相談でした。どの程
度、お役に立てたか分かりませんが、被災者に寄り添
い、一緒に考えることの重要性を確認しました。
相談現場に出ますと、我々弁護士あるいは各委員会
の活動が、市民の（とりわけ弱い立場に置かれた方々
の）支えとなる、不可欠なものであることを実感いた
します。同時に、私は、今年度、そのような活動を支
え、制度や事業を整える大事な役目を担わせていただ
いているのだなということも実感しました。
副会長業務が開始して 3か月となりましたが、よう
やくそれぞれの委員会の個性が少しずつ分かってきた
様な気がして参りました。私の担当委員会は、大阪弁
護士会では、災害復興支援委員会の他、刑事弁護委員
会、消費者保護委員会、貧困・生活再建問題対策本部、
公害対策・環境保全委員会、交通事故委員会など、市
民の生活に直結するものが多いです。副会長として、
委員の先生方の熱心な活動、これまで積み上げられた
叡智に接することができることは、役得としか言いよ
うがありません。委員会の先生方の活動を支えつつ、
ただ、時には、広く別の委員会や会の活動を拝見する
機会のある立場から、謙虚にかつ妥協せずご意見を申
し上げたいと思います。生意気なことも申し上げるか
もしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
なお、よりタイムリーな情報発信は、隔週土曜日発
行の「OBA806」というメールマガジンを法友倶楽部
メーリングリストでお届けしております。是非、そち

らをご覧ください。先般も、ある先生から、メールマ
ガジンの内容に呼応して、情報提供をいただきまし
た。大変、ありがたいことです。副会長は“ひとりや
ない”。会長及び他の副会長は勿論、委員会の先生方、
会派の先生方、弁護士会の職員さん等、いろんな人と
うまく連携が取れれば取れるほど、大きな力を発揮で
きるように思います。私の方からもできるだけ皆様の
お力をお借りできるように、情報を発信し、真摯に取
り組みたいと思います。
これから夏。暑い日が
始まりつつありますが、
楽しい季節でもあります。
ご健康にご留意いただき、
この夏も楽しんでいきま
しょう。皆様とお会いで
きる“オフ会”楽しみにし
ております（写真は夏を
楽しむある日の川本）。

大阪弁護士会 副会長挨拶

令和５年度（2023年度）
法友倶楽部 活動方針

1 　弁護士会内外の課題に関する情報交換・研究
を活発に行い、必要な施策を弁護士会に対して
積極的に提言する。
2　中長期的視野に立った人材の育成を行い、会
務負担の公平やジェンダーバランスを考慮しつ
つ、多様かつ適切な人材を弁護士会内外の幅広
い分野に送り出す。
3　裁判手続等のＩT化に対応できるよう、会員
に対し、適切な情報提供・研修等の支援を行う。
4　会員が幅広く参加できる行事を積極的に企画
し、コロナ禍で減少した会員間の交流を活性化
させる。
5　ホームページ、広報誌、メーリングリスト、
SNSなどを通じて、効率的かつ充実した広報を
行い、会員間の情報交換の場を提供する。
6　司法修習生及び大阪弁護士会会員に法友倶楽
部の魅力をアピールし、新入会員の獲得に努め
る。
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職員人事委員会

委員長　竹岡富美男（31期）

「重い」委
員会ですと紹
介 す る と、
「体重ですか」
とかえってき
そうな顔ぶれ

です。
ほとんどの方が副会長経験者で
貫禄があります。
弁護士会で働く皆さんのいわゆ
る労務人事問題について理事者の
諮問に答えたり意見を述べたりし
ています。
110名前後の職員数は、10年前
から変わっていません。新しいシ
ステムの導入等で業務の効率化が
進む中、他方で会員数の増加や働
き方改革などに伴い日々の業務の
改善策が求められています。
子育て支援策、テレワークの導
入、そして根本的にはインフレ時
代の賃金体系をどう考えるかなど
重要な課題が数多くあります。
これらのことは実は弁護士の世
界でも同様な課題を抱えている訳
で、ここでの議論はいろんな「媒
体」を通じて皆様（法律事務所）
にも反映できればと思ったりして
います。

刑事法制委員会

委員長　宮﨑誠司（47期）

引き続き委
員長を務める
ことになりま
した。 4年目
に入ります。
私自身、裁判

員裁判が始まるまで刑事弁護活動
に関わっていましたが、それ以
降、刑事弁護活動からは遠ざか
り、刑事事件にまつわる実績も知
識の集積もありませんでしたが、
関心だけは残しておいたことが当
委員会と接点を持ち続けることに
なった所以です。
この度、性関係犯罪規定の改正
法が成立しました。これは大改正
ともいえるべきものであり、罪名
を変更したこと自体にも大きなポ
イントがあります。当該改正を踏
まえて、性犯罪の実態の把握、改
正法の内容の理解、弁護活動の在
り方などに関して早急に検討を要
することが求められており、複数
の企画の実施を検討しています。
また、現在、渦中にあります法
廷録音の問題の検討や、建て替え
が進められている拘置所の見学な
ども検討しております。
刑事法制にかかる大きな問題に
ついて時間をかけて議論し、シン
ポで披歴するなど対外的な働きか
けも行っています。当委員会では
関心さえ持っていただければ十分
で、ルーティーンワークの事務的
な作業負担はありません。日常的
な手持ちの事件処理の合間に十分
に活動できますので、皆さん、一
緒に関心を持って議論しませんか。

23条照会審査室

室長　橋田　浩（43期）

本年 4月 1
日付で室長に
就任しました。
月刊大阪弁護
士会の記事に
も書きました

が、23条照会は、我々弁護士に与
えられた貴重かつ重要な証拠収集
手段です。しかし昨今の社会情勢
のもとでは照会対象者のプライバ
シーなどの対立利益の保護も重要
となっています。大阪弁護士会は、
全国の弁護士会の中で23条照会の
申出件数が最も多く、毎年 2万
5000～ 3 万件の申出があります。
審査室においては、室長のほか、
5名の副室長と21名の室員が、対
立利益の保護を図りつつ、申出会
員が照会申出をした目的が達成で
きるよう日々奮闘しています。審
査室から補正の事務連絡をお送り
することがあろうかと思います
が、これは会長名で発出する照会
であることを踏まえたうえで、ど
のようにすれば照会申出の目的を
達成することができるかを考えた
うえでの連絡であることをご理解
いただき、的確な対応をとってい
ただきますようお願い致します。
また日弁連の弁護士会照会制度
委員会の委員長を務めたこの 2年
の間に23条照会のオンライン化の
開発を行っており、大阪弁護士会
でもこれを導入することが決定し
ています。運用開始まではまだし
ばらく時間を要しますが、この運
用が始まれば、照会申出や補正が
すべてオンラインでできるように
なります。運用開始までしばらく
お待ち下さい。

大阪弁護士会 委員長等挨拶
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憲法問題特別委員会

委員長　太田健義（50期）

私は、どち
らかというと、
これまで人権
擁護委員会を
中心に活動し
ており（そう

は言っても、日弁連では副委員長
をしているものの、大弁ではさっ
ぱりですが）、元々当委員会に所
属していたわけではなく、秘密保
護法ＰＴが当委員会に合併される
ことになったため、委員会に所属
することになった「外様」委員で
す。それがなぜか、委員長にまで
なってしまいました。
当委員会のＭＬでは、憲法に関
する判例理論や学者の意見等につ
いての投稿は当然のことながら、
国際情勢論や哲学論などの議論も
飛び交っています。憲法論も含
め、元々「外様」である私がその
ような議論について行けるわけも
なく、委員長としてまともな見解
を示すことができる資質はありま
せんが、委員会では本当に色々な
観点からの議論が活発に行われて
いることから、委員会内での議論
状況を会内のみならず会外にも積
極的に発信していきたいと思って
います。
法友の皆さんからは、憲法上の
この論点についてはこのように考
えている、あるいはこの論点につ
いての議論を聞いてみたい、など
の積極的なご意見をいただければ
大変ありがたいですので、よろし
くお願いいたします。

外国人に関する法的
サービス検討推進
プロジェクトチーム

座長　大橋さゆり（51期）

外国人に関
する法的サー
ビスのあり方
を検討し推進
するために必
要な活動を行

うことを目的として、 3年の期限
付きで設置された組織ですが、延
長 2年を得て、座長を続投してい
ます。外国人に関わる各委員会
（人権、国際、刑事弁護、子ども、
労働問題、相談センター運営、
ADR推進、法テラス対応）推薦
及び会長委嘱により、委員数31名
です。入管法改悪反対運動は実り
ませんでしたが、国籍に関わらず
日本で全ての人が人権を尊重され
て生きられるように、弁護士は活
動し、弁護士会はそれをバックア
ップしなければなりません。
会員専用サイトの「大阪弁護士
会について」→「委員会等からの
情報提供資料」に、役に立つ情報
や書式をまとめています。
今年は、民間総合調停センター
に、あっせんを外国人に使いやす
くする工夫をお願いしようとして
います。もう少し、前へ。

人権救済調査室

室長　大橋さゆり（51期）

大阪弁護士会の執行部直轄の組
織で、現在は 4名で構成されてい
ます。 2年任期で、毎年度末、常
議員会で室員の選任手続が行われ
ます。私は前にも設立間もない頃
に室員・室長経験があります。そ
の頃の業務は残念ながら「滞留し
ている人権救済調査案件の処理」
がメインでした。細かくは申しま
せんが、改善が必要でした。人権
救済調査は、「基本的人権の擁護
と社会正義の実現」を使命とする
弁護士会の必須の業務です。それ
なのに……。
時は流れて現在、業務は「人権
救済調査が滞留しないように調査
委員をサポートする」ことと、さ
らに「大阪弁護士会の人権関連委
員会を相互につなぐ」「人権活動
を対外的にアピールする」ことに
発展しています。
最近は、人権救済申立の事案に
より、人権擁護委員会以外の人権
関連委員会に調査委員の選任依頼
が出されています。もし人権救済
調査の委員に選任されたら、がっ
ちりサポートしますので、憲法や
条約を体現する心意気で調査をし
てください。

大阪弁護士会 委員長等挨拶

公式ホームページ

アクセスはこちら
https://hoyuclub.com/
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分野別登録センター
運営委員会

委員長　林　裕之（53期）

大阪弁護士
会内には、総
合法律相談セ
ンターなどの
「センター」
が存在しま

す。その数少ない「センター」の
一つ、「分野別登録センター」を
運営する委員会の委員長に就任し
ましたので、ご挨拶申し上げます。
分野別登録弁護士制度は、中小
企業や一般市民に対し個々の弁護
士の業務情報を適正かつ正確に提
供することによって、その期待に
応えるための制度です。会員の自
己研鑽及び業務拡大にもつながる
制度であり、令和元年 4月にスタ
ートし、丸 4年が経過しました。
分野別登録弁護士として登録す
ると、大阪弁護士会ホームページ
において、受講研修履歴と実務経
験が掲載され、分野別登録弁護士
としての検索も可能となります。
さらに、個々の会員のホームペー
ジや名刺に「大阪弁護士会○○分
野登録弁護士」などと記載するこ
とも可能となります。
取扱分野は、当初の 4分野（交
通事故、遺言・相続、離婚、労働）
の他に倒産・再生と知的財産の 2
分野が追加され、計 6分野となっ
ています。
昨年度、高評価を得た「分野別
登録弁護士による無料法律相談
会」ですが、今年度は、浜田先生
に音頭を取ってもらい、複数回実
施したいと考えています。
メリットだらけの分野別登録弁
護士制度、皆さま、是非、ご登録
をお願いします。

取調べの可視化・
弁護人立会大阪本部
本部長代行　森　直也（53期）

昨年度に引
き続いて、本
部長代行を拝
命致しました。
2019年（令
和元年） 6月

1日に施行された、刑訴法301条
の 2（いわゆる「可視化法」）の
施行 3年後見直しについては、令
和 4年 5月31日、その検討を行う
協議会が立ち上がりましたが、現
状議論は遅々として進んでいませ
ん。この見直しの議論の中で、何
としても全事件・全過程の録音・
録画（可視化）が実現されなけれ
ばなりません。そのために当本部
では今年もシンポジウムや広報活
動を通じて、広く可視化範囲の拡
大を訴えて行きたいと思います。
さらに、取調べの弁護人立会い
の制度化に向けての議論も加速し
ていく必要があります。この点、
大阪弁護士会の自主法律援助事業
として、取調べへの弁護人「立会
い」及び「準立会い」（取調べ中
に直ちに被疑者に対して助言がで
きるよう捜査機関の庁舎内等で弁
護人が待機する活動）について、
弁護士報酬及び実費を援助する制
度が昨年新設されました。会員の
皆様には是非この制度を積極的に
利用し、立会い実現に向けての弁
護活動を実践して頂きたいと思い
ます。
悲願である全面可視化、そして
弁護人立会いの実現に向けて、本
年度も法友倶楽部の皆様のご支援
を宜しくお願い致します。

公益活動推進委員会

委員長　井﨑康孝（54期）

本年度の大
阪弁護士会公
益活動推進委
員会の委員長
を拝命した井
﨑です。前年

度に担当副会長をしていたため、
慣例により就任した形ですが、 1
年間精一杯尽力しますので、ご協
力のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
当委員会の職務の中心は、会員
の特定公益活動への参加状況を調
査し、履行義務免除の申出の審査
をし、未履行者に対する勧告及び
氏名公表の要否を調査し、それら
の結果を会長に報告することです
（公益活動推進委員会規則 2条 1
号ないし 4号）。本年度も、まず
はこれらの基本的職務をしっかり
とこなしたいと思います。
また、当委員会の職務はこれら
に限られず、公益活動負担金会費
の使途その他公益活動に関し調査
研究することも含まれます（同条
5号及び 6号）。平成19年 4 月に
当会の公益活動参加義務が強化さ
れてから16年が経過し、その間、
弁護士会の状況、取り巻く環境は
大きく変化しました。これまで幾
つか規則等の改正はなされていま
すが、そろそろ腰を据えて現状を
検証し、必要があれば大幅な見直
しも検討すべき時期に来ているよ
うに思います。
そこで、本年度は、できればこ
れらの調査研究も行い、成果が出
れば理事者に報告したいと思いま
す。ご理解とご協力をお願いいた
します。

大阪弁護士会 委員長等挨拶
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災害復興支援委員会
大阪府下の全ての自治
体との災害協定の締結
を目指しています

委員長　中嶋勝規（54期）

本年度、災害復興支援委員会の
委員長を拝命しています。委員長
としての目標は、表題にも掲げた
とおり、大阪弁護士会が大阪府下
の全ての自治体との災害協定を締
結することです。幸先よく、前任
の溝内委員長のご尽力で、 5月に
は枚方市と災害協定を締結するこ
とができましたが、まだ府下では
5番目という状況です。
近弁連管内では、たとえば和歌
山弁護士会は全ての自治体と災害
協定を締結しており、兵庫県弁護
士会も半数以上の自治体との災害
協定が締結されています。大阪府
下でも早急に全ての自治体との災
害協定を締結することが必要で
す。
このような状況で、本年度は足
下を固める活動を行おうと考えて
いたのですが、災害は待ってくれ
ません。先日の台風 2号による大
雨被害により、和歌山県海南市に
災害救助法が適用される大きな被
害が生じました。
近弁連の災害対策委員会として、
速やかに近弁連規則に基づいて災
害対策統括本部を設置し、和歌山
弁護士会への支援を決め、海南市
での法律相談を実施しています。
幸いにして川本副会長が、近弁連
理事としても災害対策委員会の担
当をして頂いており、近弁連理事
会との橋渡しをするとともに、災
害統括支援本部の中心となって活
躍頂いています。
法友倶楽部の会員の皆さんも、
この機会に現地への応援を経験し
て頂き、災害復興支援委員会にご
参加頂ければ幸いです。

常議員会副議長
あいさつ

辻村幸宏（55期）

本年度、常
議員会副議長
に就任いたし
ました。法友
倶楽部では、
近いところ

で、林裕之会員、川本真聖会員も
務められた栄えある役職です。微
力ながら、 1年間、尾崎雅俊議長
を支えていきたいと思います。
副議長の主な仕事は、⑴常議員
会開催数日前、議長、担当副会長
（今年度は勝井副会長）、弁護士会
事務局とともに、事前に提出され
る議案を把握して議事進行を準備
する、⑵登録請求や会費免除申請
等の人事案件について設置される
調査小委員会の人選及び依頼する
（結構件数があり、 6月末時点で
29件に及びます）、というもので
す。常議員会の進行中も、議長が
全体の進行や質疑対応に集中でき
るように、何か不測の事態があれ
ば補佐しようと心の準備をしてい
ますので（実際にはそんな事態は
ありません）、割と神経を使って
いるようで結構疲れます。
常議員会副議長をさせていただ
くことで、今年度執行部が何につ
いて取り組んでいるのか、何が課
題になっているのか、ぐっと理解
しやすくなったように思います。
川本副会長や他の常議員の方とと
もに、法友倶楽部に会の情報を適
切に共有させていただきたいと思
います。残りの任期も気を引き締
めて参ります。

遺言・相続センター
運営委員会

委員長　櫻田　司（61期）

本年度より、遺言・相続センタ
ー運営委員会の委員長をさせてい
ただくことになりました櫻田です。
私は、弁護士登録して 2年目か
ら当委員会に所属しております。
相続に関する経験の浅かった頃か
ら、先輩委員に助けていただきつ
つ、講演会や書籍の執筆など様々
な経験を積むことができました。
また、弁護士登録 4年目から当委
員会の副委員長として活動してき
ました。
当委員会の目的は、弁護士によ
って、遺言相続分野のリーガルサ
ービスを提供することにあります。
そのために、各会員が遺言・相続
に対する正確な知識を身に付け、
実務処理能力の向上を図るべく、
充実した研修を行っています。ま
た、市民に対する無料電話相談を
実施しており、多くの弁護士に協
力をしていただいております。さ
らに、毎年 4月と11月の15日を
「遺言の日」と定め、記念行事を
開催し、広報活動をしております。
当委員会の会員数は400名を超
えます。前回 6月12日に開催され
た全体委員会の出席者数は、47名
であり、弁護士の遺言・相続分野
への関心の高さが窺えます。法友
倶楽部の皆様にも、当委員会の活
動への積極的な参加をお願い申し
上げます。

大阪弁護士会 委員長等挨拶
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犯罪被害者支援委員会

就任のご挨拶
委員長　屋敷名臣（62期）

このたび、
犯罪被害者支
援委員会の委
員長を仰せつ
かりました。
当委員会で

は、従前より、大阪地検や大阪府
警と連携し、できるだけ早期に犯
罪被害者と支援にあたる弁護士と
を繋ぐことに尽力しています。そ
の一環として、大阪地検、大阪府
警本部との連携無料法律相談を運
営しております。今後も、同制度
の利用実績の増加と相談内容の充
実にむけて、取り組んでいきま
す。
また、現在、大阪府下において
は、犯罪被害者等支援条例を制定
している基礎自治体が少数となっ
ております。今年度も引き続き、
条例未制定の自治体に対し、条例
の制定を働きかけていきます。
コロナ禍による制限が解除され
た本年度は、いままで縮小気味で
あった他委員会との連携、外部団
体との交流や情報の交換を積極的
に行い、犯罪被害者の地位向上に
むけて、微力ながら尽力してまい
りたいと思います。
法友倶楽部の会員の皆様（特
に、若手会員の皆様）におかれま
しては、上記連携無料法律相談の
相談担当弁護士へのご登録をご検
討いただければ幸いです（詳細
は、屋敷までお問い合わせくださ
い）。
皆様のご理解、ご支援をお願い
申し上げます。

交通事故委員会

委員長就任のご挨拶
委員長　片岸寿文（66期）

本年度の交
通事故委員会
委員長に就任
しました66期
片岸寿文で
す。弁護士登

録をして10年目となります。私が
弁護士登録をした時期は、就職氷
河期でした。就職先を探すのは困
難という事情もあり登録と同時に
開業をしました。交通事故業務は
開業当時から取扱することが多く
あり、勉強の機会を得たいとの思
いから交通事故委員会に定期的に
参加するようになりました。
交通事故委員会では、原則とし
て毎月 1回、大阪地裁第15民事部
からお借りした全判例の分析を行
っており、毎回、若手委員による
活発な議論が行われています。ま
た、実務での悩みを相談すること
ができる場ともなっています。
近年は、オンライン会議が原則
になってきていますが、実際に顔
を合わせて、懇親会で楽しく飲食
することにより、各委員の距離が
グッと近づくと思います。
本年度は、社会情勢的に、各種
の懇親会行事が復活できる可能性
が高くなっています。そのため、
積極的に懇親会を企画し、勉強だ
けでなく、委員同士が楽しく交流
できる委員会としていきたいと思
います。
交通事故委員会では、若手委員
の入会を歓迎しています。交通事
故事件の事件処理について知識を
得たい等、少しでも興味があれば、
ぜひご参加ください。

企画委員会

委員長　大橋さゆり（51期）

企画委員会
は、HPによる
と「法友倶楽
部の活動方針
や政策等の立
案、研究調査

活動、その他幹事会が決定する事
項につき諮問を受け答申を行いま
す」と紹介されています。執行部
から法友倶楽部運営に関する重要
課題（それは、時期によっては会
長選挙の準備であったり、規約改
正や財務の問題であったりしま
す）の諮問を受けて、審議し、答
申を行います。そのため、委員に
は意識的に、私の知る限りで各分
野の見識を有する方をお願いする
ようにしました。
また、最も重要なのは、毎年度
末に発行する『法友』に掲載する
「政策」です。次年度の大弁執行
部に対して政策提言を行うもので、
次年度の副会長となる会員を中心
に、政策部会が総力を挙げて作成
します（私も人権分野を担当させ
ていただいてきました）。
弁護士会という組織や、法友倶
楽部という親睦にとどまらない政
策団体の「顔」を学び、かつ発展
させることができる委員会です。
例年の倣いとして、幹事長を終
えて 3年目（副会長を終えて 5年
目）のお役目ですが、いくらかで
も法友倶楽部に貢献できたらと思
います。よろしくお願いいたしま
す。

法友倶楽部 
委員長等挨拶



8 法友かわらばんNo. 7

将来のための
　　　仕組み作りを
広報委員長　辻村幸宏（55期）

前年度広報
委員長の山田
敬子先生から
バトンタッチ
を受け、今年
度、初めて委

員長を務めさせていただきます。
思えば、姉弁の故廣瀬舞先生に誘
われて弁護士登録 1年目から広報
委員会に入り、記憶の限りでは、
常幹以外の年はずっと広報委員会
に所属していたような気がしま
す。特集を任されて担当した「師
弟」「予備試験について考える」
（いずれも『法友』129号）、ボス
が亡くなった時に池内先生から全
面的に任せてもらった「追悼小寺
一矢会員」（『法友』137号）が特
に思い出深いです。
言うまでもなく、法友倶楽部の
広報委員会の仕事は、①広報誌
（冊子版の『法友』及び新聞形式
の「かわらばん」）の企画・編集
・発行と、②ホームページ（HP）
の管理運営です。
①の広報誌については、若手に
編集長になってもらって委員会の
若返りを図ります。中身の面でも
ちょっと読んでみたいと思うよう
な工夫を。②については、今年何
とか形にしたいと思い、就任後、
HP更新作業のマニュアルを作成
してみました。誰でも更新できる
仕組みを作りたいですね。あと、
全般的に少数で回すのでなくちょ
っとずつ皆で分担できたらと思い
ます。これも将来を見据えた仕組
みかもしれません。

親睦委員会

委員長　塚﨑幸司（61期）

令和 5年度
の親睦委員長
を拝命しまし
た、61期の塚
﨑幸司と申し
ます。1年間、

どうぞよろしくお願いいたします。
この数年間、法友倶楽部の親睦
行事も新型コロナウイルスの影響
が避けられなかったと聞いており
ます。そのような中、歴代の親睦
委員長のご尽力により維持されて
きた親睦行事ですが、今年度は、
影響が少し落ち着いてきています
ので、まずは従前からの伝統的
な？親睦行事の再開など、コロナ
禍以前の活動状況に戻すことを目
標に考えています。特に、HGC夏
季遠征や法友旅行を久しぶりに開
催できないかと検討しております。
また、特にコロナ禍中に登録さ
れた会員のみなさんには、積極的
にお声掛けをして参加頂き、法友
倶楽部の先輩方と交流する楽しさ
やそこからの学びを体験して頂き
たいとも考えています。
親睦委員会自体も、オンライン
を併用しながら、可能な限り会館
で委員のみなさんのお顔をみなが
ら活発な議論をおこないたいです。
各親睦委員が活動を楽しむこと
が、法友倶楽部全体の活性化につ
ながるものと考えています。
みなさまには、改めてご参加や
ご協力のお願いをする場面もある
と思いますが、何卒お力添えをよ
ろしくお願いいたします。1年間、
よろしくお願い申し上げます。

法曹交流委員会

委員長　本元宏和（54期）

本年度、委
員長を務める
こととなりま
した本元宏和
と申します。
さて、法曹

交流委員会は「この会の法曹関係
者、司法修習生等との交流活動を
担当する。」と会則で定められて
おり（第10条第 7項）、主に修習
生との交流会や会派内OJTの実施
を担当しています。
本年度も会派内OJTを実施する
予定ですが、本年度は修習生との
交流会に加えて（あるいは代えて）、
司法試験に合格し修習を予定して
いる方との交流会等を実施してみ
てはどうかと考えています。具体的
には、かつて大阪（弁護士会？）で
実施されていた「事前修習」を法友
倶楽部で行えないかと考えています。
私は修習54期で、24年前に研修
所に赴く直前の 3月中旬に、大阪
のある法律事務所で「事前修習」
を受け入れていただきました。そ
こで経験させていただいたことが
私の弁護士としての礎になってお
り、それを実施できれば、先日採
択された活動方針（「司法修習生
及び大阪弁護士会会員に法友倶楽
部の魅力をアピールし、新入会員
の獲得に努める。」）を実現できる
のではと考えた次第です。
いずれの活動も先生方のご協力
がなければ実現できませんので、
お願いした際には可能な限りご協
力いただけますよう、よろしくお
願いいたします。

法友倶楽部 委員長等挨拶
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研修委員会

委員長　本元宏和（54期）

本年度、委員長を務めることと
なりました本元です。
さて、研修委員会は、「この会
の研修活動を担当する。」と会則
で定められており（第10条第 6
項）、例年 2回ないし 3回の研修
を企画して実施しています。
本年度も同様に実施しようと考
えていますが、本年の活動方針で
ある「裁判手続等のＩＴ化に対応
できるよう、会員に対し、適切な
情報提供・研修等の支援を行う。」
にも沿った内容の研修の実施を検
討しています。また、会派内の研
修ならではの、講師と受講者との
間、受講者と受講者との間での活
発なやりとりができるという利点
も活かした研修が実施できればと
考えています。
そこで、会員の先生方のご要望
も確認しようと思い、先日、研修
についてのアンケートを実施し、
貴重なご意見を多数頂戴しまし
た。具体的な講師や内容、実施方
法についても大変参考になりまし
たので、こうしたご要望にお応え
できるように、研修の企画を進め
て行きたいと考えております。
そのため、研修についてのご要
望がありましたら、ご遠慮なくお
聞かせください。
いずれの活動も先生方のご協力
がなければ実現できませんので、
お願いした際には可能な限りご協
力いただけますよう、よろしくお
願いいたします。

春季総会報告
庶務担当副幹事長　　　

永木友雪（64期）

令和 5年 5月30日、弁護士会館
にて、Zoomを併用する方式で春
季総会が開催され、現地で38名、
WEBで12名の会員が出席しまし
た。
式典の部では、川本副会長より
本年度の大阪弁護士会理事者とし
ての意気込みについてお話頂き、
また、昨年度副会長を務められま
した井﨑先生に慰労の花束が贈呈
されました。
審議事項として、森前幹事長か
ら令和 4年度の活動報告、中原前
会計担当副幹事長より令和 4年度
の会計報告が行われ、また中嶋幹
事長より令和 5年度の活動方針が
提案され、いずれも承認されまし
た。
懇親の部では、竹岡先生をはじ
め、大阪弁護士会の各委員会の委
員長の先生方、法友倶楽部内委員
会の委員長・ジュニア部代表幹事
の先生方からご挨拶をいただきま
した。
今回はコロナ前のように、会場
にて食事を準備し、対面で親睦を
深める機会となりました。

お花見に参加しました

竹田　仁（73期）

令和 5年 4月 1日、親睦行事の
お花見に参加させていただきまし
た。
開始時間の午後 0時過ぎに到着
すると、既に10名程の先生方が宴
会を始められており、その後も
続々と皆さんが集まられました。
当日は、まさに花見日和という
べき快晴で、見上げれば青い空に
満開の桜を拝むことができまし
た。また、穏やかに散る桜の中で
飲むビールは格別でした。

期を問わずたくさんの先生方が
参加され、差し入れをつまみに歓
談が尽きず、賑やかで楽しい会と
なりました。また、個人的にも、
色んな先生方とお話することがで
き、法友での親睦を深めることが
できました。
楽しい会を企画いただき、あり
がとうございました。

法友倶楽部 行事報告
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ボウリング大会（2023.2.16）
のご報告

髙見晋祐（64期）

令和 5年 2月16日に親睦行事
「ボウリング大会」が開催され、
会員、ジュニア会員、ご家族、事
務局あわせて総勢51名もの方々が
参加されました。参加者は 2ゲー
ムの合計スコア（女性・子どもは
ハンデあり）で競い、個人戦（大
人の部・子どもの部）と団体戦で
それぞれ豪華景品をめぐって熾烈
な（？）戦いが繰り広げられまし
た。その結果、個人戦の大人の部
では、天井友香先生が優勝、子ど
もの部では、私の長男が優勝し、
団体戦では、辻村幸宏先生・私・
長男のチームが優勝しました。準
備等にご尽力いただいた親睦委員
の方々をはじめ、皆様のおかげで
大変楽しい 1日となりました。あ
りがとうございました。

第3回HGC（2023.3.2）に
参加させていただきま
した

楠野純基（75期）

先日開催さ
れ た 第 3回
HGCに 初 参
加させていた
だきました、
75期の楠野と
申します。
参加された先生方、ご一緒させ
ていただき、誠にありがとうござ
いました。多数の先生方が参加さ
れており、法友倶楽部のゴルフに
対する熱量を感じました。極寒の
気候ということもあり、私自身プ
レーは苦戦いたしましたが、先生
方との親睦を深めることができ、
大変有意義な一日となりました。
会派活動には積極的に参加して
いく所存ではございますが、ゴル
フの行事については特に積極的に
参加していきたいです。
最後に、今回HGCに参加でき
たのは、事務所の大先輩である魚
住先生にお誘いいただいたからで
ございます。この場をお借りして
改めて御礼申し上げます。魚住先
生、ありがとうございました。

司法手続ICT導入に伴う
弁護士事務所セキュリテ
ィ対策研修報告
令和 4年度研修委員長　　　　

中塚雄太（60期）

令和 5年 3
月28日、令和
4年度法友倶
楽部第 2回研
修 と し て、
「 司 法 手 続

ICT導入に伴う弁護士事務所セキ
ュリティ対策」を開催しました。
1人目の講師は、株式会社日本

パープルの後藤宗輝様で、オリジ
ナルの具体的ケースを元に、情報
セキュリティなどについて講演い
ただきました。

2人目の講師は、日弁連刑事手
続IT化PTや弁護士業務における
情報セキュリティに関するワーキ
ンググループ等でご活躍中の弁護
士山本了宣先生で、日弁連の弁護
士情報セキュリティ規程などにも

触れていただき、多
数の質問にも非常に
分かりやすくご回答
いただけました。
会場は満員御礼
で、講師の先生方、
企画いただいた森直
也先生、ご参加いた
だいた先生方、皆様
ありがとうございま
した。

第 3回 HGC順位表

順位 氏 名 旧OUT 旧 IN GROSS HDCP NET GROSS
順位

優勝 塚﨑　幸司 43 44 87 12 75 2
2 位 片岸　寿文 43 46 89 10 79 3
3 位 金　　泰弘 51 48 99 20 79 4
4 位 魚住　泰宏 52 51 103 24 79 5
5 位 髙見　晋祐 54 58 112 33 79 10
6 位 丸橋　　茂 58 51 109 29 80 9
7 位 山岡　直人 44 41 85 3 82 1
8 位 石坂　省悟 51 55 106 24 82 6
9 位 満村　和宏 53 55 108 24 84 8
10 位 中嶋　勝規 57 50 107 22 85 7
11 位 園城　　唯 61 63 124 36 88 14
12 位 楠野　純基 64 61 125 36 89 15
13 位 天井　友香 60 56 116 26 90 11
14 位 永井誠一郎 57 61 118 20 98 12
15 位 星野　峻三 63 71 134 36 98 16
16 位 高山未奈子 66 69 135 36 99 17
17 位 山田　一仁 66 57 123 18 105 13
18 位 福本　直哉 73 71 144 36 108 18

親睦委員会 研修委員会
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熱海に行きました！
山本　正（75期）

ワクワクしつつも多少緊張しな
がら新大阪駅に向かうと、先生方
に温かく歓迎いただきました。新
幹線に座ると早速座席ごとに乾杯
し、賑やかに箱根まで移動しまし
た。箱根園で自然を満喫し、大涌
谷で黒たまごを堪能した後、熱海
に移動し、旅館で素敵なお料理に
舌鼓を打ち、 2 次会のカラオケも
大盛況と、大満足の 1日目でした。
2日目はまず、三島スカイウォ

ークで日本一長い吊橋を渡り、ロ
ングジップスライドで風を切りま
した。午後は、おしゃれな雰囲気
漂う伊豆の国パノラマパークから
伊豆の景色を堪能しました。新大
阪駅に戻ると、「帰るまでがジュ
ニア旅行です」の挨拶で解散しま
した。
私達75期を温かく迎えてくださ
り、ありがとうございました。

会務の中枢を担う54期
の猛者たちが酒宴の席に
集いました。杯を重ねな
がら、文字どおり談論に
花が咲き、瞬く間に懐か
しい修習時代にタイムス
リップ。当時に比べ否応
なく貫禄がついてきては
いるものの（？）、そこ
は同期。20年以上も前の
変わらぬ笑い声が絶えることな
く、気が付けば 4時間経っていま
した。折しも 8月には20周年記念
大会。同期の絆を実感する 1年に

なりそうです。貴重な企画に感謝
申し上げます。
 （54期　土居正人）

64期はジュニア部活動への出席
率が高いこともあって、長い間、
ジュニア部例会が同期会を兼ねて
いました。このため、コロナ禍中

の2022年 3 月にジュニア部を卒業
してからは何となく勢いを失いか
けていました。今回会派の補助を
いただけることをきっかけに同期

会を開催することができま
した。定期的な集まり方等
を話し合う良い機会となり
ましたので、今後も気兼ね
なく相談できる関係性を保
てるように、楽しく時間を
共有していきたいです。
 （64期　田中章弘）

令和 5年 3月 7日、66期で同期
会を開催しました。 
66期は人数も多く、普段からグ
ループLINEで会話が生まれたり
もする程度には親密なの
ですが、久々に顔を合わ
せての同期会は本当に久
しぶりでした。
66期は弁護士10年目の
節目の年で、仕事の話題
でも、 1年目の頃とは毛
色が違うようになった
（金の話ばっかりしてい

たような……）ように思いました。
同期会開催の機会をいただきま
したこと、感謝申し上げます。
 （66期　中島裕一）

会派内同期交流会ジュニア部旅行報告研修委員会
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● 今年度 1発目のかわらばんをお楽しみください。大原編集

長と副編集長の方々、お疲れ様です！ （辻村幸宏）

●辻村幸宏委員長、耕文社の兵頭社長に丁寧にご教導いただ

きました。 （大原靖史）

●ご協力いただいた先生方ありがとうございました。

 （高尾奈々）

● 無事発行となり、喜ばしい限りです。大原編集長並びに皆々

様方、大変お疲れ様でございました。 （竹田　仁）

● ご協力いただきました先生方ありがとうございました。

 （立石裕人）

● 大勢の先生方にご協力頂き、無事発行を迎えられ、嬉しく

思っております。大原先生、かわらばん 7号編集委員を牽

引いただきありがとうございました。 （津田朋香）

編
集
後
記

 入会しました 三
み

山
やま

大
だい

貴
き

（75期・本町総合法律事務所）

生年月日　1995年10月28日
出 身 地　京都府京都市
出身高校　洛西高校
出身大学・法科大学院　 京都産業大学法学部卒、

神戸大学法科大学院修了
趣味・スポーツ　食事、カラオケ、ショッピング、野球

はじめまして。75期の三山大貴と申します。出身は
京都ですが、今は大阪の豊中市で一人暮らしをしてい
ます。百発百中でなぜ豊中市？と聞かれます。たいし
た理由はなく、大阪市内はなんとなくごちゃついてい
るイメージがあったので、落ち着いてそうな豊中市を
選びました。築40年 1 DK家賃 4万5000円玄関の扉の

色はスカイブルーです。気に入って
いるのであまり責めないでくださ
い。ただ最近は終電を逃すことも多
く（仕事ではありません）、大阪の
都会感にも慣れてきました。また、
大阪市内はどこにでも行きやすく美味しい食べ物も多
いので、大阪市内への引越しも悪くないかもと思って
います。大阪市内に住んでいる方々もみな同じ心境の
変化があったのでしょうか？　おすすめの場所があれ
ばまた教えてください。
未熟者ではございますが、何卒よろしくお願いいた
します。

新事務所を開設しました──弁護士法人長堀橋フィル

満村和宏（41期）

弁護士登録35年目
を迎えて、新たな船
出となりました（船
場だけに）。

ご案内の通り、長男の和樹弁護士（72期）とその友
人杉原栄一弁護士（73期）の 3人で執務しています。
平成 5年に故山村武嗣弁護士と共同事務所を開設し
て10年間 2人で事務所を運営してきましたが、山村さ
んが病に倒れたことを契機に、堂島総合法律事務所に
2人で合流しました。山村さんは 1年後に亡くなりま
したが、私は20年間在籍しました。
2年前から、和樹弁護士がワンオペ事務所を開業し

ていたこともあり、いつかは私の仕事を手伝ってもら
いたいと思い、私の方から持ち掛けたところ、彼も私
の老後を見通すと合流するのがいいと考えてくれたよ
うです。

具体的な話が進むにつれ、親友の杉原さんを迎え入
れたいと言ってきました。30年前に、山村・満村総合
法律事務所を開設したころの思い出とダブって見えま
した。「君たちの作る事務所として、二人で協力して、
何十年も続くように頑張ってほしい。」と伝えました。
しかし、この齢になって、新しい事務所を立ち上げ
るには気力、体力が必要で、 5月31日の開業記念の小
宴が終わった後、一気に疲れを感じました。
なぜ長堀橋なのかと聞かれますが、私の行きつけの
飲み屋さんで知り合った常連の建築事務所の役員（ゴ
ルフ仲間でもある）が、やはり常連の方（ビルのオー
ナー会社の部長）と一緒に、今の場所を勧めてきたの
がきっかけです。コロナ禍が拍車をかけた裁判のIT
化により、リモートでの弁論準備ができるので、裁判
所から離れたところでも快適に執務ができ、今のとこ
ろ、結果オーライです。
近くに来られることがありましたらいつでもお立ち
寄りください。

入会しました／事務所開設しました


